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第３ 租税特別措置法関係通達（法人税編）関係 

 

６ 第 66 条の２《平成 21 年及び平成 22 年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例》関

係 

 

 平成 21 年度の税制改正により、法人が、平成 21 年１月１日から平成 22 年 12 月 31 日ま

での期間（指定期間）内に取得をした国内にある土地等（以下「先行取得土地等」という。）

につき、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに、この制度の適用を

受ける旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、その取得の日を含む

事業年度終了の日後 10 年以内に、その法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、そ

の先行取得土地等について、その譲渡をした他の土地等の譲渡益の 80％（その譲渡の日を

含む事業年度において、この制度の適用を受ける先行取得土地等が平成 22 年中に取得をさ

れたもののみである場合には、60％）相当額を限度として、圧縮記帳を行うことができる

という制度が創設された（措法 66 の２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【解説】 

１ 措置法第66条の２の規定の適用に当たり、圧縮限度額の計算の基礎となる割合（圧縮割

合）について、平成21 年中に取得した先行取得土地等（以下「平成21 年先行取得土地等」

という。）と平成22 年中に取得した先行取得土地等（以下「平成22 年先行取得土地等」

という。）とのいずれも有する場合には、80％又は60％のいずれの割合を適用するのかと

いった疑問が生ずる。 

２ この点、措置法第66条の２第１項では、「当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項
．．．

【新設】（圧縮限度額の計算の基礎となる割合） 

66 の 2(2)－3 措置法第 66 条の２第１項の規定の適用を受ける先行取得土地等（同項に

規定する先行取得土地等をいう。以下同じ。）が、平成 21 年先行取得土地等（同条第４

項に規定する「平成 21 年先行取得土地等」をいう。以下同じ。）と平成 22 年先行取得

土地等（同項に規定する「平成 22 年先行取得土地等」をいう。以下同じ。）とである場

合には、同条第１項の圧縮限度額の計算の基礎となる割合は 100 分の 80 を適用するこ

ととなる。 

(注) 同項の「この項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成 22 年１月１日から同年

12 月 31 日までの間に取得をされたもののみである場合」とは、次に掲げる場合をい

うことに留意する。 

１ 同項に規定する指定期間内に取得した土地等が平成 22 年先行取得土地等のみで

ある場合 

２ 同項の規定の適用を受ける事業年度前の事業年度までに同項の規定の適用を受け

たことにより、平成 21 年先行取得土地等の帳簿価額の全額を減額（帳簿価額の減額

に代えて行う積立金として積み立てる方法による経理を含む。）した結果、同項の規

定の適用を受ける先行取得土地等が平成 22 年先行取得土地等のみである場合 
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の規定の適用を受ける先行取得土地等
．．．．．．．．．．．．．．．．．

が平成22年１月１日から同年12月31日までの間に取

得をされたもののみである場合」に60％の圧縮割合を適用することとされているが、ここ

でいう「この項の規定の適用を受ける先行取得土地等」とは、物理的に存する先行取得土

地等という意味ではなく、圧縮記帳の適用を受ける
．．．．．．．．．．．

先行取得土地等という意味である。 

したがって、圧縮記帳の適用を受ける先行取得土地等が複数あり、そのうちに平成21年

先行取得土地等が１つでも含まれている場合には、80％の圧縮割合を適用することになる。 

また、①先行取得土地等が平成22 年先行取得土地等のみである場合はもちろんのこと、

②平成21 年先行取得土地等と平成22 年先行取得土地等とのいずれも物理的に有する場合

であっても、平成21 年先行取得土地等について当該事業年度前の事業年度までに圧縮記帳

の適用を受け、その平成21 年先行取得土地等の帳簿価額の全額を減額（帳簿価額の減額に

代えて行う積立金経理を含む。）した結果、当該事業年度においてこの制度の圧縮記帳の

適用を受ける先行取得土地等が平成22 年先行取得土地等のみとなっているときには、60％

の圧縮割合を適用することになるのである。本通達では、これらのことを留意的に明らか

にしている。 

３ 連結納税制度においても、同様の通達（連措通68の85の４⑵－３）を定めている。 

 


